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新型コロナウイルス感染症に関する
鹿児島県・鹿児島市の各種支援施策のご案内

特集

写真/横断遠泳が行われる錦江湾
[詳しくは、1ページのコラム「鹿児島県のスポーツ・武道にゆかりの地を辿る」をご覧ください]

　新型コロナウイルス支援対策
（資金繰り・助成金・給付金 等）
等、様々な情報をいち早くお届
けするため、メールアドレスの
登録をお願いしています。
　是非ともご登録ください。

メールアドレス
登録フォームは
　　　こちら▶

メールアドレス
登録のお願い
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　今年は新型コロナの感染拡大の影響により残念ながら中止
となったが、毎年夏になると、鹿児島市の松原小学校と清水
小学校の児童による錦江湾横断遠泳が話題となる。桜島の小
池港から磯海水浴場までの約4.2キロもの海を、子供たちが
懸命に泳いで渡る姿に心打たれる方々も多いのではなかろう
か。　　
　こうした感動の横断遠泳が学校行事として開催されてきた
のには、学校関係者、指導の先生方、保護者、何より児童た
ちのがんばりがあってこそだと思うが、両校それぞれの歴史
がある。最初に錦江湾の横断遠泳を行ったのは清水小学校
で、大正6年7月29日のこと。出発は鹿児島市街地側の祇園
之洲で、桜島側の袴腰裾に到着。約1時間休憩した後に祇園
之洲に戻ってくるコースで、当時は往復の遠泳であったとの
こと。また現在とはコースも微妙に違ったようである。その
後、清水小学校の遠泳は太平洋戦争の激化に伴い中止される
昭和18年まで毎年開催されるが、コースは固定ではなく、
藤野から祇園之洲コースや、三船や花倉の海岸沿いを泳ぐと
いったコースも採用されていたようである。
　さて、もうひとつの松原小学校は、大正15年7月27日が第

1回目の開催であり、戦前は昭和6年まで開催されていた。
ちなみに当時のコースは、洲崎（現在の鹿児島市錦江町）か
らの横断であった。両校とも学校近くの海岸が出発点になっ
ていたことがわかる。
　戦後になって、両校とも横断遠泳を復活させることになる
が、最初に行ったのは松原小学校で昭和41年8月25日のこと
である。その時の参加児童は40名で、翌年から徐々に完泳
者も増えてきた。清水小学校は、昭和57年7月27日に戦後の
第1回目となる横断遠泳を復活させ、児童72名が完泳した。
両校とも遠泳の所要時間は1時間半から2時間弱が平均的で
あるが、波風の影響を受ける錦江湾だけに天候などによって
左右される年もあった。松原小学校は、昭和62年8月1日の
大会において所要時間が3時間30分、清水小学校では平成9
年7月28日の大会が2時間29分という年もあった。
　戦争による中断を経ながらも受け継がれてきた錦江湾横断
遠泳。子供たちの元気な声が響かない浜辺は寂しい。両校に
とっても大切な伝統行事が来年は復活されることを切に希望
したい。
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6 新型コロナウイルス対策で活用できる納税措置

◆錦江湾横断遠泳

期日 件　　名

新入社員フォローアップセミナー　9:30～17:00　於：4階アイムホール

新入社員フォローアップセミナー　9:30～17:00 於：4階アイムホール

ワンストップ専門相談会　13:30～16:00　於：13階
かごしま検定　第42回マスター、第40回シニアマスター　於：14階ほか

経理実務講座　第2回　14:00～16:30　於：4階アイムホール
人事力向上セミナー　14:00～16:00 於:4階アイムホール

経理実務講座　第１回　14:00～16:30　於：4階アイムホール
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※予定は変更になる場合があります。

鹿児島県の
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磯海水浴場

桜島小池海岸錦江湾

桜島
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鹿児島市事業継続支援金【第2弾】
◆鹿児島市では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、事業継続に困っている鹿児島市内

で事業を営む中小企業者等の事業継続を下支えするため、事業全般に使える支援金を給付します。

　　8月17日より、売上減少の対象月（6～8月）を新たに追加し、事業開始日の要件が緩和されました。そ

れに伴い、申請受付期間を延長し、新規創業算定特例及び個人事業者の不動産収入の取扱いについて追

加されています。

■申請要件（以下の要件に全て該当する必要があります。）
○中小企業者等であること（政治団体、宗教団体、公共法人等は除きます。）

○2020年3月31日以前から鹿児島市内で事業を営み、今後も事業を継続する意思があること

○新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少していること

○2020年3月から8月までの全ての月の売上が、前年同月と比較して50％未満減少していること

○次の（1）または（2）の要件を満たしていること

（1）第1期（3～5月）での申請の場合： 2020年3月から5月のうち、いずれか1か月の売上が、前年同月

　　　　　　　　　　　　　　　　と比較して20％以上50％未満減少していること

（2）第2期（6～8月）での申請の場合： 2020年6月から8月のうち、いずれか1か月の売上が、前年同月

　　　　　　　　　　　　　　　　と比較して20％以上50％未満減少していること

○国の持続化給付金の給付を受けていないこと（申請中を含む） 

○申請者等は暴力団等に関与していないこと

■お問い合わせ
　鹿児島市休業協力支援金・事業継続支援金専用ダイヤル
　電話番号：099-803-8670
　受付時間：平日8時30分から17時15分まで

■申込受付期間
　令和2年11月30日（月）まで（消印有効）

■申込受付期間
　原則、郵送。
〈郵送先〉
　〒892-8677
　鹿児島市山下町11-1
　鹿児島市産業支援課
　（注）封筒には、宛先のほか「事業継続支援金
　申請書在中」とご記載ください。

■申請に必要な提出書類
　以下の必要書類を鹿児島市へご提出ください。

・ 鹿児島市業継続支援金交付申請書（様式あり） 

・ 誓約書（様式あり） 

・ 確定申告書の写し

・ 対象施設の休業の状況を確認できる書類又はそ

　の写真

・ 2020年3月から8月の月間売上台帳等（写し）

・ 事業概要がわかるもの

　（営業許可証、ホームページ、広告チラシ等）

・ 振込先口座を確認できる通帳等の写し

・ 本人確認書類の写し　※個人事業者のみ 

　（運転免許証等）

・ 申請書類確認チェックリスト（様式あり）

※申請書類は、鹿児島商工会議所でもお渡しする

ことができます。

■支援金額
①第1期（3～5月）での申請：上限30万円 
②第2期（6～8月）での申請：上限50万円
※申請要件を満たせば、①と②の両方の申請がで

きます。給付はどちらも1回限りです。

※申請書等の様式は、市ホーム
ページからダウンロードでき
ます。右の QR コードからご
確認ください。
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鹿児島市休業協力支援金
◆鹿児島市では、鹿児島県から休業協力要請を受け、その要請に応じて施設を休業し、県から「鹿児島県新型

コロナウイルス感染症対策休業協力金（7月8日からの休業要請版）」を支給された中小企業等および個人

事業主に対して、要請解除後の事業継続を下支えするため鹿児島市独自の支援金を給付します。

■申請要件
以下の全ての要件を満たす中小企業等および個人事業主であること

○鹿児島市内において、県の休業協力要請の対象施設を営んでいること 

＜県の休業協力要請＞

　①対象施設：キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、パブのうち接待を伴う飲食店 

　②対象期間：令和2年7月8日から令和2年7月21日までの全ての期間 

○市内の対象施設において、県の要請に応じて休業を実施したこと 

○県新型コロナウイルス感染症対策休業協力金（7月8日からの休業要請版）を交付された者であること 

○今後も事業を継続する意思があること 

○申請者等は暴力団等に関与していないこと

■お問い合わせ
　鹿児島市休業協力支援金・事業継続支援金専用ダイヤル
　電話番号：099-803-8670
　受付時間：平日8時30分から17時15分まで

■申込受付期間
　令和2年10月30日（金曜日）まで（消印有効）

■申込受付期間
　原則、郵送。
〈郵送先〉
　〒892-8677
　鹿児島市山下町11-1
　鹿児島市産業支援課
　（注）封筒には、宛先のほか「休業協力支援金
　申請書在中」とご記載ください

■申請に必要な提出書類
　以下の必要書類を鹿児島市へご提出ください。

（注）必要となる書類等については、必ずA4サイ

ズで提出してください。A4サイズ未満の書類等

（写真含む）がある場合はA4サイズの用紙に貼付

してください。

・鹿児島市休業協力支援金交付申請書（様式あり） 

・誓約書（様式あり） 

・対象施設の営業実態を確認できる書類及び写真 

・対象施設の休業の状況を確認できる書類又はそ

の写真

・県協力金を受給したことが確認できる通帳等の

写し

・振込先口座を確認できる通帳等の写し

・本人確認書類の写し

（法人：登記簿謄本等、個人：運転免許証（両面）等） 

・申請書類確認チェックリスト（様式あり）

※申請書類は、鹿児島商工会議所でもお渡しする

ことができます。

■支援金額
中小企業等 ： 20万円（休業した市内の対象施設
　　　　　　が2以上の場合は30万円） 

個人事業主 ： 10万円（休業した市内の対象施設
　　　　　　が2以上の場合は20万円）

※申請書等の様式は、市ホーム
ページからダウンロードでき
ます。右の QR コードからご
確認ください。
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鹿児島市家賃支援給付金
◆新型コロナウイルス感染症のクラスター発生など感染の拡大等に伴い、売り上げが減少し、家賃の負担

が重くなっている中小企業者等に対して、国の「家賃支援給付金」に上乗せする支援金を給付すること

により、事業継続の下支えをさらに行います。

■対象
　国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けた市

内の中小企業者等

■要件
① 令和2年5月～12月に次のいずれかに該当す

る者

・ いずれか１か月の売上が前年同月比で50％以

上減少

・ 連続する3か月の売上が前年同期比で30％以

上減少

② 自らの事業のために占有する建物・土地の賃料

を支払う者

■給付金額
支払賃料(月額)×補助率(1/6または1/6＋

1/12)×6倍

(月当たりの上限額 法人25万円 個人12万5千円)

■お問い合わせ
　鹿児島市　産業創出課　電話番号：099-216-1319

■申込受付期間
　令和2年9月中に受付を開始し、令和3年2月まで

鹿児島市雇用維持支援金
◆新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、国の「雇用調整助成金」の支

給決定を受けた中小企業者等に対して、社会保険料の事業主負担額に相当する額を支給し、従業員の雇

用維持等を図ります。

■対象
令和2年4月～9月に新型コロナウイルス感染症

拡大等の影響により休業を行い、その休業にかか

る「雇用調整助成金」の交付決定を受けた者のう

ち、市内に本店または主たる事業所を有する中小

企業者等

■給付金額
社会保険料事業主負担額に相当する額

（「雇用調整助成金」支給決定額の15％、最大3ケ

月分まで申請可能）

上限1,000万円（1申請者あたり）

■お問い合わせ
　鹿児島市　雇用維持支援金専用ダイヤル
　電話番号：099-803-8671

■申込受付期間
　令和3年2月26日（金）まで（当日消印有効）
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（月額家賃75万円以下の部分）（月額家賃75万円超、225万円以下の部分）

〈補助率（法人の例）〉

自己負担
1/3

自己負担
2/3

自己負担
7/12

自己負担
1/6
市補助
1/6

市補助1/12国補助
2/3

国補助
1/3

国補助
1/3

国補助
2/3
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鹿児島県飲食店感染防止対策支援事業
◆来店客が食事中にマスクを外さざるを得ない等のため他の業種よりも感染リスクが高い飲食店において
は、県が示す取組例や業界団体のガイドラインを基に感染防止対策を徹底していただく必要があります。

　そこで、県では，飲食店が感染防止対策用品等の整備を行う経費を助成することにより、飲食店におけ
る新しい生活様式の徹底を図ることとしています。

（1）感染防止対策物品の購入等
①補助対象経費
　消毒費用、マスク費用、清掃費用、飛沫対策費
用、換気費用等

②補助金額
　10万円（1交付者あたり）
　補助対象経費の10分の10以内の額
　（千円未満の端数は切り捨て）

（2）キャッシュレスの導入
①補助対象経費
　非接触型（タッチ決済，QRコード決済等）の決
済端末（モバイル等）、事前注文・決済システム等

②補助金額
　20万円（1交付者あたり）
　補助対象経費の5分の4以内の額
　（千円未満の端数は切り捨て）

鹿児島県宿泊施設感染防止対策支援事業費補助金
◆新型コロナウイルス感染症拡大防止と経済活動の両立を図るため，県内の宿泊施設が取り組む感染症拡
大防止対策にかかる費用を補助します。

■補助対象
①小規模支援（機械等購入費用）
　消毒費用、マスク費用、清掃費用、飛沫対策費
用、換気費用等

②大規模支援（施設等改修費用）
　事業費が125万円以上である、施設費用、設備
費用、システム費用

※補助対象となる事業費は全て税抜きとなります。

■対象期間
①小規模支援（機械等購入費用）
　令和2年4月1日（水）から10月31日（土）まで
の間に購入又は実施し、かつ同日までに支払い
がなされたもの

②大規模支援（施設等改修費用）
　令和2年4月1日（水）から令和3年2月28日
（日）までの間に実施し、かつ同日までに支払い
がなされたもの

※②大規模支援（施設等改修費用）について予算
の上限に達した際は、対象期間を打ち切る場合
があります。

■補助率および補助上限額
①小規模支援（機械等購入費用）
　補助率：10分の10
　補助上限額：40万円
②大規模支援（施設等改修費用）
　補助率：5分の4
　補助上限額：500万円
　※事業費125万円以上が対象

■お問い合わせ
　鹿児島県感染防止対策支援事業事務局
　電話番号：099-213-9192

■お問い合わせ
　鹿児島県感染防止対策支援事業事務局
　電話番号：099-213-9192

■申込受付期間
　令和2年11月2日(月)まで（消印有効）

■申込受付期間
①小規模支援（機械等購入費用）
　令和2年11月2日（月）まで（消印有効）
②大規模支援（施設等次修費用）
　（申請書）令話3年1月15日（金）まで（消印有効）
　（実績報告書）令和3年3月1日（月）まで（消印有効）

新型コロナウイルス感染症に関する
各種支援施策のご案内
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新型コロナウイルス感染症
対策で活用できる税制措置

（最終回）消費税の課税選択の変更に係る特例、設備投資減税の拡充、その他
　　　　様々な特例措置など

新型コロナウイルス感染症対策で
活用できる税制措置

　本特集では、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における「税制措置」（注）の重要なポイントを3回
にわたり、ご紹介します。最終回である今回は消費税の課税選択の変更に係る特例などを取り上げます。
　（注）「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」など

（注）免税事業者になることができるのは、その課税期間の基準期間における課税売上が1,000万円以下の事業者などです。

●当初、2020年9月期について課税事業者を選択していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、20年3月1
日から31日の1カ月間において、事業としての収入が著しく減少したため、20年9月期から課税事業者の選択をや
めて免税事業者となる場合（9月末決算法人の場合）

消費税の課税選択の変更に係る特例などが活用できます
　売上が著しく減少した事業者において、課税期間中であっても、課税選択をやめる（免税事業者に戻る）ことなどが可能
となる特例ができました。なお、免税事業者に戻れるのは、その課税期間の基準期間（法人は前々事業年度、個人事業者は
前々年）における課税売上が1,000万円以下の事業者などです。

11ポイント

現行の課税選択の変更制度項　目

課税選択

継続適用

【現行制度と特例との比較】

【課税事業者の選択をやめる場合の具体的な適用事例】

●消費税の簡易課税制度の適用に関しては、消費税法第37条の2において、「災害等があった場合の中小事業者の仕
入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例」が設けられています。

●新型コロナウイルス感染症の影響による被害を受けたことで簡易課税制度の適用を受ける（またはやめる）必要が
生じた場合、税務署長の承認を受けることにより、その被害を受けた課税期間から、簡易課税制度の適用を受ける
（またはやめる）ことができます。

【簡易課税制度の適用に関する特例】

課税事業者選択届出書または課税事業者
選択不適用届出書は、その課税期間の開始
前に届出を行う必要があります。

特　例

税務署に申請し承認を受けることで、課税
期間の開始後であっても消費税の課税事
業者を選択またはやめることができます。

消費税の課税選択を行った場合には、2年
間の継続適用が必要です（翌課税期間に適
用を取り止めることはできません）。

本特例の適用を受けて課税事業者を選択
する場合、課税事業者を2年間継続する必
要はありません。

要 件 の 内 容項　目

課税期間

売上減少割合

【特例適用の要件】

法律施行日（本年4月30日）以後に申告期限が到来する課税期間に適用されます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、本年2月1日から2021年1月31日までの期間の内
の一定期間（１カ月以上の任意の期間）の収入が、前年同月比概ね50％以上減少した場合に適
用されます。

申請書の提出 当該課税期間の申告期限までに、税務署に申請し承認を受ける必要があります。

2019.9.30 2020.9.30 申告期限

免税事業者免税事業者免税事業者 課税事業者

収入が著しく減少

課税事業者
選択届出書

「課税事業者選択届出書」を
2019.9.30に提出したものとみなす 申請書

税務署長の承認
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新型コロナウイルス感染症
対策で活用できる税制措置

　現行の「中小企業経営強化税制」において、新たにテレワークなどの導入のための設備投資も新類型（Ｃ類
型）として対象範囲が拡大されました。

テレワーク導入支援のため、設備投資減税が拡充されます22ポイント

（1）チケット代金払戻しの放棄によって、寄附金控除が受けられます。
　  文化芸術・スポーツイベントの中止などに伴い、観客がチケット代金などの払戻しを求めなかった場合、その金額は寄
附とみなされ、寄附金控除の対象となります。

（2）特別貸付に係る印紙税が非課税となります。
　  公的機関や民間金融機関などが、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対して行う特別貸付に係る契約書につ
いては、印紙税が非課税になります。

（3）住宅ローン控除の適用要件が弾力化されます
　  新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延などにより、本年12月31日までに居住の用に供することが
できなかった場合などについても、一定の要件を満たすときは、期限内に居住の用に供したものと同様の住宅ローン
控除が受けられるようになります。

（4）市町村または特別区から給付される一定の給付金が非課税となります
　  市町村または特別区からの給付金で次に掲げるものについては所得税が課税されません。

1.　新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置で、家計への支援の観点から給付される一定の給付金
2.　新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置で、児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の
観点から給付される一定の給付金

（注）各都道府県で設定する「感染拡大防止協力金（各都道府県により名称が異なる場合があります）」については、所
得税・法人税の計算上、収入金額（益金）になります。

様々な特例措置が活用できます33ポイント

【寄附金控除の適用までの流れ】

要 件 の 内 容項　目

制度の概要 中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づく設備投資に対して、即時償
却または税額控除10％（または7％）を選択適用できる制度です。

生産性向上設備
生産性が年平均１％以上向上改善する設備
収益力強化設備 
投資利益率5％以上の投資計画に係る設備

（出典：日本商工会議所｢新型コロナウイルス感染症緊急経済対策｣における税制措置のポイント）

出典：日本商工会議所｢新型コロナウイルス感染症緊急経済対策｣における税制措置のポイント）

Ａ類型
（現行制度）

Ｂ類型
（現行制度）

Ｃ類型

デジタル化設備（遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備）が対象となります。
◆機械装置（160万円以上）
◆工具（30万円以上）
◆器具備品（30万円以上）

◆建物附属設備（60万円以上）
◆ソフトウェア（70万円以上）

文化庁等 主催者等 観客等 税務署

①申請

①指定行事証明書を交付
　当該イベント名等を公表

③指定行事証明書のコピー
　払戻請求権放棄証明書を交付

④確定申告（指定行事証明書のコピー、
　払戻請求権放棄証明書を添付）

①融資の申込み

②契約（契約書類の提出）

③貸付け（資金交付）

【借主】 【貸主】

【特別貸付制度】
通常より有利な条件を設定
（貸出金利・措置期間など）

消費借貸契約書 ○公的金融機関
○民間金融機関など

契約書

印紙

非課税

城所 弘明（きどころ・ひろあき）
公認会計士・税理士・行政書士
日本商工会議所「税制専門委員会」学識委員



鹿
児
島
の
経
済
を
動
か
す
た
め
に
、
み
な
さ
ん
と
対
話
を
重
ね
て
い
き
ま
す

QA

QA

QA

日本銀行 鹿児島支店

支店長 上條 俊昭さん

　
今
年
6
月
に
支
店
長
に
就
任
。
鹿
児
島

の
印
象
は
い
か
が
で
す
か
？

　
歴
史
を
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
、

美
味
し
い
も
の
や
温
泉
も
た
く
さ
ん
あ
り
、

多
種
多
様
な
自
然
と
文
化
が
あ
る
。
と
て

も
魅
力
的
な
県
だ
と
思
い
ま
す
。

　
私
の
趣
味
は
、
列
車
や
バ
ス
に
乗
っ
て

の
ん
び
り
と
旅
行
を
す
る
こ
と
で
す
。
鹿

児
島
県
内
に
は
行
き
た
い
と
こ
ろ
が
い
っ

ぱ
い
あ
り
ま
す
。
今
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
も
あ
っ
て
行
動
が
限
ら
れ
て

し
ま
い
ま
す
が
、
感
染
予
防
対
策
を
し
っ

か
り
取
っ
て
、
行
け
る
と
こ
ろ
か
ら
ま

わ
っ
て
い
ま
す
。
温
泉
が
好
き
な
の
で
、

ま
ず
は
そ
ち
ら
か
ら
。
週
末
は
、
ひ
と
り

で
温
泉
地
に
出
か
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
、
島
に
も
行
っ
て
み
た
い

で
す
ね
。
こ
ち
ら
は
も
う
ち
ょ
っ
と
状
況

が
良
く
な
っ
て
か
ら
に
な
り
ま
す
が
…
。

　
物
理
的
に
人
の
動
き
が
制
限
さ
れ
る
中

で
、
あ
ら
ゆ
る
産
業
分
野
で
厳
し
い
状
況

が
続
い
て
い
ま
す
。
観
光
を
は
じ
め
、
鹿

児
島
県
の
産
業
構
造
は
県
外
か
ら
の
需
要

に
頼
っ
て
い
る
部
分
も
大
き
く
、
か
な
り

の
影
響
が
出
て
い
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
日
本
銀
行
の
役
割

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
？

　
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
は
日
本
全
体
、
さ

ら
に
は
世
界
中
に
及
ん
で
い
ま
す
。
そ
ん

な
普
通
で
は
な
い
状
況
に
あ
っ
て
も
、
日

本
の
中
央
銀
行
と
し
て
の
役
割
を
し
っ
か

り
と
果
た
す
。
世
の
中
に
お
金
を
回
し
、

金
融
シ
ス
テ
ム
の
維
持
、
経
済
・
物
価
の

安
定
を
図
る
、
と
い
っ
た
当
た
り
前
の
こ

と
を
止
め
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　
日
本
銀
行
で
は
３
月
か
ら
企
業
の
資
金

繰
り
支
援
と
金
融
市
場
の
安
定
維
持
を
目

的
と
し
た
政
策
を
大
規
模
に
展
開
。
こ
の

う
ち
、
中
小
企
業
を
含
め
た
企
業
向
け
に

は
、﹁
新
型
コ
ロ
ナ
対
応
資
金
繰
り
支
援
特

別
プ
ロ
グ
ラ
ム
﹂
な
ど
を
通
じ
て
、
円
滑

な
資
金
供
給
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
鹿
児
島
支
店
に
は
も
う
ひ
と
つ
大
事
な

役
割
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
地
域
経
済
の

状
況
を
し
っ
か
り
把
握
し
、
分
析
す
る
こ

と
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
は
全
国
一

様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
深
刻
度
は
ど
れ
ほ

ど
な
の
か
、
ど
こ
に
課
題
を
抱
え
て
い
る

の
か
、
と
い
う
の
は
地
域
ご
と
に
異
な
り

ま
す
。
地
域
を
知
る
こ
と
が
、
よ
り
効
果

的
な
支
援
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
今
後
に
向
け
て
抱
負
は
？

 
 

公
的
機
関
の
一
員
と
し
て
役
割
を
全
う

す
る
。
そ
れ
に
尽
き
ま
す
。

　
そ
の
中
で
大
事
に
し
た
い
こ
と
の
ひ
と

つ
が
、
地
元
企
業
の
方
と
の
意
見
交
換
で

す
。
県
内
あ
ち
こ
ち
に
出
向
き
、
生
の
声

を
う
か
が
え
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
物

事
に
は
、
数
字
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
デ
ー
タ
は
そ
こ
ま
で
悪

く
な
い
の
に
、
現
場
で
は
す
ご
く
苦
労
さ

れ
て
い
た
り
も
し
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ

と
も
丁
寧
に
把
握
し
て
い
き
た
い
で
す
。

　
ま
ず
は
、
こ
う
し
た
意
見
交
換
を
通
じ

て
、
地
元
企
業
、
経
済
の
状
況
を
よ
り
深

く
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
ま
た
、
私
た
ち
も
、
国
内
外
の
経
済

情
勢
を
は
じ
め
、
持
っ
て
い
る
情
報
を
お

伝
え
し
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
取
り
組

み
が
、
お
互
い
に
何
か
を
考
え
る
き
っ
か

け
に
な
れ
ば
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
感
染
予
防
の
観
点
か
ら
今
は
動
き
に
く

い
状
況
で
は
あ
り
ま
す
が
、
で
き
る
範
囲

内
で
対
話
の
機
会
を
増
や
し
て
い
ま
す
。

　
鹿
児
島
を
も
っ
と
よ
く
知
り
た
い
、
よ

り
理
解
を
深
め
た
い
。
見
て
感
じ
て
、
対

話
を
重
ね
、
一
緒
に
考
え
て
い
く
。
鹿
児

島
の
こ
れ
か
ら
に
少
し
で
も
お
役
に
立
て

れ
ば
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

かみじょう としあき さん（49歳）

千葉県出身

1994年4月　日本銀行に入行

2006年7月　決済機構局企画役

2009年5月　企画局企画役

2011年6月　金融市場局企画役

2013年6月　金融機構局企画役

2015年6月　金融機構局金融第２課長

2016年6月　政策委員会室経営企画課長

2019年6月　政策委員会室参事役

2020年6月　鹿児島支店長

TALK

TALK
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経営相談ガイド

　
マ
ル
経
資
金
は
、小
規
模
事
業
者︵
※
注

１
︶の
方
を
対
象
に
、当
商
工
会
議
所
が
日

本
政
策
金
融
公
庫
に
推
薦
す
る
こ
と
に

よ
り
、
無
担
保
、
無
保
証
人
、
低
金
利
で
利

用
で
き
る
国
の
融
資
制
度
で
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
、
最
近
１
ヵ
月
の
売
上
高
が
前

年
ま
た
は
前
々
年
の
同
期
と
比
較
し
て

５
％
以
上
減
少
し
て
い
る
方
は
、
通
常
の

ご
融
資
枠
と
は
別
枠
で
当
初
3
年
間
、
利

率
が
マ
イ
ナ
ス
0
・
9
％
に
な
り
ま
す
。

■
資
金
使
途

○
運
転
資
金

　
仕
入
資
金
、
買
掛
金
や
手
形
決
済
資

金
、消
費
税
等
の
諸
経
費
支
払
な
ど

○
設
備
資
金

　
営
業
車
両
購
入
、
店
舗
改
装
資
金
、

シ
ス
テ
ム
導
入
、備
品
購
入
な
ど

■
融
資
限
度
額

○
通
常
枠
　
２
千
万
円
 

・
１
千
５
百
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、

事
業
計
画
書
の
作
成
が
必
要
で
す
。

〇
拡
充
枠
　
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け

て
い
る
場
合
、別
枠
で
１
千
万
円
。

■
利
率（
固
定
金
利
）

○
１
・
21
％︵
8
月
3
日
現
在
︶

マ
ル
経
資
金
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

無
担
保
、
無
保
証
人
、
低
金
利

（
１
・
21
％
）
の
融
資
制
度

○
お
問
い
合
わ
せ

　
企
業
支
援
部 

経
営
支
援
一
課

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ︵
０
９
９
︶２
２
５
‐
９
５
３
３

経
営
相
談
ガ
イ
ド

○
コ
ロ
ナ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
場
合
、

当
初
３
年
間
、１
・
21
％
↓（
０
・
９
％

減
）０
・
31
％
へ

※
さ
ら
に
、
売
上
高
が
急
減
し
た
一
部
の

対
象
者
に
つ
い
て
は
、
当
初
3
年
間
が

実
質
無
利
子
と
な
り
ま
す
。既
に
マ
ル

経
で
借
入
を
さ
れ
て
い
る
方
も
借
り

換
え
が
可
能
で
す
。

■
返
済
期
間

　
○
運
転
資
金
7
年
以
内

　
○
設
備
資
金
10
年
以
内

■
ご
利
用
頂
け
る
方

○
直
近
1
年
以
上
、
当
商
工
会
議
所
の

地
区
内
︵
旧
５
町
お
よ
び
、
谷
山
地

区
の
一
部
を
除
い
た
鹿
児
島
市
内
︶

で
事
業
を
行
っ
て
い
る
法
人
・
個

人
の
小
規
模
事
業
者
。

○
原
則
、
6
ヵ
月
以
上
前
か
ら
商
工
会
議

所
の
経
営
指
導
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

○
所
得︵
法
人
︶税
、
市
県
民
税
、
事
業

税
な
ど
、
期
限
の
到
来
し
た
税
金
を

完
納
さ
れ
て
い
る
方
。

※
注
１ 

小
規
模
事
業
者
と
は

常
時
雇
用
す
る
従
業
員
数
が

○
商
業
、
サ
ー
ビ
ス
業︵
宿
泊
業
・
娯
楽

業
を
除
く
︶は
５
人
以
下
の
事
業
者

○
建
設
業
、
製
造
業
、
そ
の
他
の
業
種
は

20
人
以
下
の
事
業
者
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小規模事業者持続化補助金のご案内

『小規模事業者持続化補助金』が活用できます
小規模事業者が取組む地道な“販路開拓”や“生産性向上”に
『小規模事業者持続化補助金』が活用できます
小規模事業者が取組む地道な“販路開拓”や“生産性向上”に

一 般 型

コロナ特別対応型
（コロナの影響を乗り越えるための販路開拓）

補助上限額：50万円
（特例事業者※は上限引上げ措置があります）
補助率：3分の2
〈取組事例〉
・新商品の販促ＰＲのためのチラシやパンフ
レット作成及び配布
・店舗改装（陳列レイアウト改良、店舗改修
等）や外付看板の取付等

補助上限額：100万円
（特例事業者※は上限引上げ措置があります）
補助率：（類型Ａ）3分の2、
　　　　　（類型Ｂ又はＣ）4分の3
補助対象経費の6分の1以上が、以下の類型
A、B、Cのいずれかの要件に合致する

類型Ａ：サプライチェーンの毀損への対応
〈取組事例〉
・仕入先からの商品仕入ストップによる内製化
のための設備投資

類型B：非対面型ビジネスモデルへの転換
〈取組事例〉
・非対面・非接触型の接客に移行するために行
うキャッシュレス決済端末の導入
・WEBを活用した通販サイト、ECサイトの構築

類型C：テレワーク環境の整備
〈取組事例〉
・WEB会議システムの導入

事業再開枠
（感染防止対策のための取組み）※１
◆自らの業種が該当する業種別ガイドライン
に基づいた
感染拡大予防のために行う取組が対象
◆特例として、2020年5月14日以降に発
生した経費を遡って申請可能
1．補助対象経費
①消毒費用：消毒設備（除菌剤の噴霧装置、
オゾン発生装置、紫外線照射機等）の購入費、
消毒作業の外注費、消毒液・アルコール液の
購入費
②マスク費用：マスク・ゴーグル・フェイス
シールド・ヘアネットの購入費
③清掃費用：清掃作業の外注費、手袋・ゴミ
袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入費
④飛沫対策費用：アクリル板・透明ビニール
シート・防護スクリーン・フロアマーカーの
購入費・施工費
⑤換気費用：換気設備（換気扇、空気洗浄機
等）の購入費
⑥その他衛生管理費用：クリーニング外注費、
トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニ
ティ用品の購入費、従業員指導等のための専
門家活用費、体温計・サーモカメラ・キーレ
スシステム・インターホン・コイントレー・
携帯型アルコール検知器の購入費
⑦PR費用：ポスター・チラシの外注・印刷
費（従業員又は顧客に感染防止を呼びかける
ものに限る）
2．補助上限額：50万円 ※2
（特例事業者※3は上限引上げ措置があります）
3．補助率：10分の10

※1 事業再開枠だけでは利用不可。
※2 事業再開枠の補助金額は、一般型やコロナ型の補助金額
　　を超えて申請できません。
※3 特例事業者（屋内運動施設・バー・カラオケ・ライブ
　　ハウス・接待を伴う飲食店）

小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援する補助金です

小規模事業者（従業員数：製造業他・宿泊業・娯楽業20人以下、商業・サービス業5人以下）

目 的

対 象

○受付締切

○申請書提出先：

○お問い合わせ先：鹿児島商工会議所　企業支援部　TEL　099-225-9534

（一般型）〒151－8799  代々木郵便局留め
　　　　　　　　　【一般型】日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局
（コロナ特別対応型）〒151－8799　代々木郵便局留め
　　　　　　　　　【コロナ型】日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局
　　　　※Web申請の詳細は、
　　　　　一 般 型：https://r1.jizokukahojokin.info/
　　　　　コロナ型：https://r2.jizokukahojokin.info/corona/  にてご確認ください。

次 回 締 切
次々回締切

令和2年10月2日（金）当日消印有効
令和3年  2月5日（金）当日消印有効

令和2年10月  2日（金） 必着
―

一般型 コロナ特別対応型
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経営相談ガイド

■どなたでも登録可能です

　　電子メールが受信可能な方ならどなたでも登録できます。

同じ事業所で複数の方や自宅アドレスへの配信も可能です。

■申し込み・お問い合わせ

　　右記QRコードより事業所名、氏名、配信希望のメールアド

レスをご記入のうえ、お申し込みください。

　当商工会議所は「鹿児島商工会議所ニュースメール」を毎月２回、

無料で配信しています。

　新型コロナウイルス感染症に関する支援施策のご案内や、経営に

役立つ相談会や各種セミナーの開催案内、商工会議所からのお知ら

せなど、最新の情報をタイムリーに皆さまへ直接お届けします。

　企業経営のヒントや、地域の情報入手にお役立てください。

鹿児島
商工会議所ニュースメール
好評配信中！鹿児島

商工会議所ニュースメール
好評配信中！鹿児島

商工会議所ニュースメール
好評配信中！

【お問合せ先】鹿児島商工会議所　企業支援部　経営支援二課

〒892-8588　鹿児島市東千石町1-38　TEL：099-225-9534　　FAX：099-227-1977

▼登録はコチラから

パソコンやスマホを使って

新鮮な情報を入手できます。

New! Corolla
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鹿児島県事業引継ぎ支援センター

当センターは公的機関であり、秘密は厳守・相談は無料です。
お気軽にご相談ください。

後継者不在の事業承継のことなら
当センターへご相談ください！

鹿児島県
事業引継ぎ支援センター

事業承継　鹿児島県事業引継ぎ支援センター（鹿児島商工会議所内）
　　　　　TEL 099-225-9534　FAX 099-227-1977
　　　　　〒892‐8588　鹿児島市東千石町1‐38アイム13階（鹿児島商工会議所内）
　　　　　https://shoukei.kagoshima.jp/  E-mail:k-hikitsugi@chic.ocn.ne.jp
　　　　

鹿児島県事業引継ぎ支援センターは、「産業競争力強化法」に基づき
九州経済産業局から鹿児島商工会議所が委託を受けて実施している事業です。

こんな悩みをお一人で抱えていらっしゃいませんか？ 

自社を他の企業に譲りたいが
どのように進めていけばよいか？

他の企業を譲り受けたいが、
どのように進めていけばよいか？

後継者がいない。
今後、会社は存続していけるだろうか？

中小企業や小規模事業者の
皆様のご相談を、実務に精通した

専門家が無料で相談を
お受けいたします。

個人事業主でも
相談してもらえるのか？

ご相談日　月曜日～金曜日　AM9:00～PM5:00（年末年始・祝日を除く）
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部会委員会活動報告会員さんクローズアップ

支
え
て
く
れ
る
お
客
様
の
た
め
に
、
料
理
で
恩
返
し
を
し
て
い
く

　
フ
ラ
ン
ス
料
理
と
イ
タ
リ
ア
料
理
を
提

供
し
て
い
ま
す
。﹁
ビ
ス
ト
ロ
﹂
と
い
う
の

は
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
﹁
小
さ
な
料
理
店
﹂
と

い
う
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
。
格
式
ば
っ

た
感
じ
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

大
衆
的
。
ざ
っ
く
ば
ら
ん
と
し
た
雰
囲
気

で
、
料
理
と
お
酒
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
る

お
店
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
素
材
は
鹿
児
島
の
も
の
を
中
心
に
。
特

に
旬
の
魚
介
と
野
菜
を
使
っ
た
メ
ニ
ュ
ー

を
お
出
し
し
て
い
ま
す
。毎
朝
、市
場
に
行

き
ま
す
。野
菜
も
自
分
で
選
ん
で
い
ま
す
。

レ
ス
ト
ラ
ン
や
ホ
テ
ル
で
仕
事
を
し
た
あ

と
、
２
０
０
０
年
に
独
立
し
て
こ
の
店
を

オ
ー
プ
ン
さ
せ
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
お

客
様
に
支
え
ら
れ
て
、
こ
れ
ま
で
続
け
て

く
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
実
は
２
年
前
に
、
私
は
体
調
を
く
ず
し

て
入
院
し
ま
し
た
。
以
前
は
ラ
ン
チ
営
業

も
し
て
い
た
の
で
す
が
、
現
在
は
デ
ィ

ナ
ー
の
み
。今
は
無
理
を
せ
ず
、細
く
長
く

続
け
て
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
商
工
会
議
所
に
は
、
創
業
時
か
ら
お
世

話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
青
色
申
告
の
相
談

を
し
た
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
入
会
の

き
っ
か
け
で
し
た
。
手
書
き
で
の
帳
簿
付

け
、
申
告
書
の
作
成
は
わ
か
ら
な
い
こ
と

だ
ら
け
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
教
え
て

い
た
だ
け
る
の
は
、と
て
も
助
か
り
ま
す
。

青
色
申
告
に
つ
い
て
は
、
今
で
も
毎
年
見

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　
経
営
相
談
で
も
頼
り
に
し
て
い
ま
す
。

何
で
も
聞
け
る
あ
り
が
た
い
存
在
で
、
支

援
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
も
い
ろ
い
ろ
あ
り

ま
す
。
エ
キ
ス
パ
ー
ト
バ
ン
ク
を
活
用
し

て
経
営
分
析
も
し
て
も
ら
っ
て
、
経
営
を

見
直
す
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

　
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
店
舗
移

転
も
計
画
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
マ

ル
経
融
資
︵
小
規
模
事
業
者
経
営
改
善
資

金
︶
の
活
用
も
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
で

も
、
４
月
に
な
っ
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル

ス
の
影
響
が
大
き
く
な
っ
て
、
先
行
き
が

見
え
な
い
中
で
は
移
転
を
断
念
せ
ざ
る
お

え
ま
せ
ん
で
し
た
。た
だ
今
回
は
、経
験
を

通
し
て
マ
ル
経
融
資
を
よ
く
知
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。使
い
や
す
い
制
度
な
の
で
、

次
の
機
会
が
あ
れ
ば
活
用
を
検
討
し
て
み

た
い
で
す
ね
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
は
、
か

な
り
厳
し
い
も
の
で
す
。
そ
ん
な
中
で
も

な
ん
と
か
踏
ん
張
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
は
、

常
連
の
お
客
様
が
支
え
て
く
れ
る
お
か
げ

で
す
。
世
の
中
が
出
か
け
よ
う
と
い
う
気

分
に
な
り
に
く
い
雰
囲
気
で
す
し
、
お
店

で
も
予
防
対
策
を
お
願
い
す
る
な
ど
不
便

を
か
け
る
よ
う
な
状
況
で
す
。そ
れ
で
も
、

来
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
帰

り
を
注
文
さ
れ
る
お
客
様
も
い
ま
す
。
と

て
も
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。

　
コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え
る
に
は
、
新
し

い
こ
と
に
挑
戦
す
る
、
新
規
の
お
客
様
に

売
り
込
む
、
と
い
っ
た
選
択
肢
も
あ
り
ま

す
。
で
も
、
当
店
が
今
す
べ
き
こ
と
は
、
店

に
来
て
応
援
し
て
く
れ
る
常
連
さ
ん
へ
の

恩
返
し
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
と
に
か
く
、
美
味
し
い
料
理
で
精
一
杯

応
え
て
い
く
。そ
れ
だ
け
で
す
。

創　　業
2000年6月
住　　所
鹿児島市荒田2-36-11
T E L
099-251-8810
営業時間
18:00～23:00
定 休 日
月曜日

店内は全体が見渡せるオープンな造り。ふらっと
入れる雰囲気です

会員さん情報 【ビストロ オランジェ】

会員さん

クローズアップ
鹿児島市荒田の静かな住宅街に「ビストロ オランジェ」はあり
ます。居酒屋感覚で美味しいフレンチを楽しめ、人のあたたか
みも感じられます。なんだか通いたくなるお店です。 たちばなき  じゅんいちろう

橘木 純一郎 さん（52）代表

ビストロ オランジェ

美
味
し
い
料
理
と
お
酒
を

気
軽
に
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い

青
色
申
告
や
経
営
の
相
談
に

創
業
時
か
ら
頼
り
に
し
て
い
ま
す

な
ん
と
か
踏
ん
張
れ
て
い
る
の
は

お
客
様
の
お
か
げ
で
す
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部会委員会活動報告

部会委員会
活動報告

テ
レ
ワ
ー
ク
に
お
け
る

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
学
ぶ

〈
製
造
・
整
備
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
会
委
員
研
修
会
〉

■
日
時
　
７
月
22
日
18
時
30
分
〜

■
場
所
　
ホ
テ
ル
・
レ
ク
ス
ト
ン
鹿
児
島

■
講
師

　（
一
社
）鹿
児
島
県
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
協
議
会

代
表
理
事
　
西
川
　
彰
　
氏

■
演
題

　
テ
レ
ワ
ー
ク
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
　
や
る
べ
き
こ
と
・
や
っ
て

は
い
け
な
い
こ
と

■
概
要

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

に
よ
り
、
テ
レ
ワ
ー
ク
が
注
目
さ
れ
て
い

る
。テ
レ
ワ
ー
ク
は
生
産
性
の
向
上
、
多
様

な
人
材
の
活
用
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る

一
方
で
、
外
部
の
端
末
か
ら
社
内
サ
ー
バ

に
ア
ク
セ
ス
し
て
作
業
す
る
た
め
、
情
報

漏
洩
な
ど
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
リ
ス
ク
が
高

ま
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

　
テ
レ
ワ
ー
ク
の
利
用
に
あ
た
り
考
慮
す

べ
き
事
項
は
３
点
あ
る
。１
つ
目
は
テ
レ

ワ
ー
ク
で
使
用
す
る
端
末
だ
が
、
会
社
の

電
子
機
器
の
貸
与
が
望
ま
し
い
。も
し
、
マ

ル
ウ
ェ
ア
︵
不
具
合
を
起
こ
す
意
図
で
作

ら
れ
て
い
る
ソ
フ
ト
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
︶
に

感
染
し
た
場
合
、
個
人
の
端
末
は
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
に
関
わ
る
情
報
が
入
っ
て
い
る
可

能
性
が
あ
り
、
調
査
し
に
く
い
た
め
で
あ

る
。２
つ
目
は
情
報
の
持
ち
出
し
へ
の
対

策
を
と
る
こ
と
。セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
製

品
の
導
入
や
、Ｖ
Ｄ
Ｉ︵
サ
ー
バ
上
に
存
在

す
る
仮
想
環
境
を
操
作
す
る
シ
ス
テ
ム
で

情
報
の
持
ち
出
し
が
で
き
な
い
︶
の
利
用

に
加
え
、
情
報
の
持
ち
出
し
を
検
知
で
き

る
こ
と
や
、
発
覚
し
た
場
合
の
罰
則
に
つ

い
て
社
員
に
周
知
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ

る
。３
つ
目
は
社
員
が
気
軽
に
相
談
で
き

る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
相
談
窓
口
を
つ
く
る

こ
と
で
あ
る
。

　
テ
レ
ワ
ー
ク
を
取
り
入
れ
る
際
は
、
付

随
す
る
リ
ス
ク
も
把
握
・
分
析
し
、
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
も
十
分
に
取

り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
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部会委員会活動報告

桜
島
だ
い
こ
ん
の
魅
力

　
　
　
再
発
見
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

〈
観
光
・
飲
食
・
交
流
部
会
〉

■
日
時
　
７
月
29
日
14
時
〜

■
場
所
　
鹿
児
島
商
工
会
議
所
ビ
ル
4
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
イ
ム
ホ
ー
ル

■
講
師

　
　
　
　
鹿
児
島
機
能
性
食
品
研
究
会

　
　
　
　
　
　
会
長
　
武
　
昭
一
　
氏

　
　
　
鹿
児
島
大
学
農
学
部

講
師
　
加
治
屋
　
勝
子
　
氏

　
　
　（
株
）Table of S

m
ile

代
表
　
杉
水
流
　
直
子
　
氏

■
概
要

　
鹿
児
島
商
工
会
議
所
観
光
・
飲
食
・
交

流
部
会
な
ど
で
は
、
７
月
2
9
日
に﹁
桜
島

だ
い
こ
ん
の
魅
力
再
発
見
セ
ミ
ナ
ー
﹂
を

開
催
し
た
。

　
本
セ
ミ
ナ
ー
は
、
来
年
２
月
に
予
定
さ

れ
る
﹁
桜
島
だ
い
こ
ん
フ
ェ
ア
﹂
に
先
立

ち
、
桜
島
だ
い
こ
ん
の
特
徴
や
魅
力
を
広

く
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
３
名
の
講
師
を

招
い
て
開
催
し
た
も
の
で
、
飲
食
店
や
旅

館
・
ホ
テ
ル
の
観
光
関
連
産
業
の
事
業
者
、

行
政
関
係
者
等
約
50
名
が
受
講
し
た
。

　
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
３
名
の
講
師
か
ら
、
桜

島
だ
い
こ
ん
の
歴
史
や
商
品
開
発
の
課

題
、
桜
島
だ
い
こ
ん
に
含
ま
れ
る
成
分
の

人
体
へ
の
作
用
、
過
去
に
行
わ
れ
た
桜
島

だ
い
こ
ん
の
イ
ベ
ン
ト
の
な
ど
の
話
が

あ
っ
た
。参
加
者
か
ら
は
、﹁
実
際
の
商
品

事
例
等
、
大
変
参
考
に
な
っ
た
﹂な
ど
の
声

が
聞
か
れ
た
。

　
当
部
会
で
は
、
今
後
も
フ
ェ
ア
開
催
に

向
け
講
習
会
等
を
開
催
し
て
い
く
予
定
で

あ
る
。

○
お
問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
課

　
Ｔ
Ｅ
Ｌ 
０
９
９︵
２
２
５
︶9
5
1
1 鹿児島市食育推進キャラクター

「でこん丸」

桜
島
だ
い
こ
ん
フ
ェ
ア

　
　
参
加
店
絶
賛
募
集
中
！！

　
鹿
児
島
商
工
会
議
所 

観
光
・
飲
食
・

交
流
部
会
な
ど
で
は
、
鹿
児
島
の
特
産
品

で
体
に
良
い
と
さ
れ
る
桜
島
大
根
を
活
用

し
、
期
間
限
定
で
メ
ニ
ュ
ー
を
提
供
す
る

﹁
桜
島
大
根
フ
ェ
ア
﹂
を
令
和
３
年
２
月

頃
に
開
催
し
ま
す
。

　
期
間
中
、
桜
島
大
根
を
使
用
し
た
メ

ニ
ュ
ー
を
提
供
す
る
飲
食
店
、
土
産
品
店

等
で
あ
れ
ば
ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ

け
ま
す
。
是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
飲
食
店
・
ホ
テ
ル
・
土
産
品
店
な
ど
の

事
業
者
の
皆
様
に
、
桜
島
大
根
を
活
用
し

た
メ
ニ
ュ
ー
を
考
案
・
提
供
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。
期
間
限
定
メ
ニ
ュ
ー
を
県
民
や

観
光
客
の
皆
様
に
提
供
・
販
売
す
る
こ
と

で
、
参
加
店
舗
の
売
上
拡
大
や
販
路
開
拓

を
支
援
し
ま
す
。

実
施
時
期：

令
和
３
年
２
月
頃

参
加
条
件

：

フ
ェ
ア
開
催
期
間
中
に
桜

島
大
根
を
活
用
し
た
メ

ニ
ュ
ー
を
提
供
す
る
こ
と

︵
既
存
メ
ニ
ュ
ー
可
︶

参
加
対
象

：

鹿
児
島
県
内
の
ホ
テ
ル
・

飲
食
店
・
土
産
品
店
・
食

品
加
工
・
菓
子
製
造
業
等

参 

加 

費：

無
　
料

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル：

　
８
月
　
参
加
店
募
集
開
始

　
10
月
　
メ
ニ
ュ
ー
開
発
支
援

　
11
月
　
広
報
・
Ｐ
Ｒ
活
動

　
２
月
　
フ
ェ
ア
開
催

申
込
方
法：

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
申

込
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、

左
記
申
込
先
ま
で
Ｆ
Ａ
Ｘ

ま
た
は
メ
ー
ル
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※
鹿
児
島
商
工
会
議
所
で
は
、
フ
ェ
ア
の

各
種
広
報
を
行
う
ほ
か
、
参
加
店
の
メ

ニ
ュ
ー
開
発
に
際
し
、
外
部
専
門
家
を
招

い
た
講
演
会
等
を
随
時
開
催
い
た
し
ま
す
。

フ
ェ
ア
概
要 

【お問合せ・お申込み】

鹿児島商工会議所　総務企画部　企画課

TEL：099-225-9511　FAX：099-227-1619

MAIL：kikaku@aroma.ocn.ne.jp

HP: http://www.kagoshima-cci.or.jp/?p=16247

HPはこちら→
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令和2年分の
所得税確定申告から

青色申告特別控除額
基礎控除額

が変わります !!青色申告特別控除額
基礎控除額

が変わります !!

平成30年度税制改正での主な変更点は、次のとおりです。

改正１

改正2

個人の方の所得税について
・青色申告特別控除額が変わります!  （現行65万円⇒改正後55万円）
・基礎控除額が変わります! 　　　 　（現行38万円⇒改正後48万円）

「（改正後）55万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
・ e-Taxによる申告（電子申告）又は電子帳簿保存を行うと、
　　　　　　引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます！

更に

※ 以上の改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。

○ 10万円の青色申告特別控除の改正はありませんので、これまでと同様となります。

○ 改正2の適用を受けるための要件等は、裏面でご紹介していますのでご覧ください！

【現行】 【改正１】 【改正2】

65万円

38万円

55万円

48万円

65万円

48万円

合計103万円

合計113万円
10万

円
UP!

（
青
色
申
告
特
別
控
除
）

（
基
礎
控
除
）

i n f o r m a t i o n
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65万円の青色申告特別控除を受けるための要件

① e-Taxによる申告（電子申告）とは･･･

② 電子帳簿保存とは･･･

　e-Taxとは、申告などの国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して電子的に手
続が行えるシステムです。
　改正後、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、ご自宅等のパソコンにより、 e-Taxで確定 
申告書・ 青色申告決算書等のデータを提出（送信）する必要があります。
なお、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書・青色申告決算書等のデータ
を作成し、e-Taxで提出（送信）することもできます。
※1 ご利用のパソコンがe-Taxの推奨環境を満たしているかを、事前にe-Tax ホームページでご確認ください。
※2 税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータをe-Taxで送信することはできないため、65万円の青色
申告特別控除は受けられません 。

　一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには、
帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。※ 原
則として課税期間の途中から適用することはできません。
　改正後の65万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定
元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。

※詳しくは 、 「国税庁ホームページ（ www.nta.go.jp ）」 で ご確認ください。

時期 令和元年分
確定申告まで

令和2年分
確定申告から

65
万
円
の
青
色
申
告

特
別
控
除
の
要
件

（1）複式の簿記の原則で記帳

（2）申告書に貸借対照表と

     損益計算書などを添付

（3）期限内申告

改正前と同じ ＋

令和2年分に限っては、
　令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年12月31日までの間
に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65万円の青色申告特
別控除を受けることができます。

①e-Taxによる申告
　　（電子申告）
　　　又は
②電子帳簿保存

e-Tax の ご利用の流れ は 、
1　マイナンバー カードを取得！
2　ICカードリーダライタ又はスマートフォンを用意！

3　国税庁ホームページの「 確定申告書等 作成コーナー」へ

※マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダライタ
　又はスマートフォンが必要となります 。

確定申告書 ・ 青色 申告 決算書等のデータを作成し 、送信します。

申告時に準備するもの

マイナンバー
カード

ICカードリーダ
ライ
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検定試験名 試験回 実施級 試験日 申込期間（変更後）

検定試験名 試験回 実施級 試験日 申込期間

日商珠算
（そろばん）

日商珠算
（そろばん）

日商簿記

リテールマーケティング
（販売士）

日商簿記

ビジネスマネジャー®

福祉住環境
コーディネーター®

カラーコーディネーター®

ビジネス実務法務®

eco検定（環境社会）®

第220回

第130回

第156回

第12回

第45回

第49回

第48回

第29回

第221回

第131回

第87回

第157回

珠算・暗算

1級～3級

2級・3級

珠算・暗算

1級～3級

級の設定なし

1級～3級

1級～3級

級の設定なし

アドバンスクラス
スタンダードクラス

段位認定
10月25日（日）

11月15日（日）

11月　8日（日）

11月22日（日）

11月29日（日）

12月　6日（日）

12月13日（日）

9/ 7(月)～　9/24(木)

10/　1(木)～10/19(月)

9/　1(火)～　9/　7(月)
9/　8(火)～　9/25(金)

団体
個人

9/15(火)～　9/23(水)
9/24(木)～10/　9(金)

団体
個人

9/23(水)～　9/29(火)
9/30(水)～10/16(金)

団体
個人

9/29(火)～10/　5(月)
10/　6(火)～10/23(金)

団体
個人

10/　6(火)～10/12(月)
10/13(火)～10/30(金)

団体
個人

◇申込期間を変更する検定試験［10～12月施行分］

◇1月以降施行予定の検定試験［今後変更になる可能性があります］

　今年度10～12月開催予定の検定試験につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響が続いている

可能性が高い中、試験実施の可否を見極める時間を確保するため、申込期間を以下のように変更いたします。

　受験を予定されている皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今年度10～12月検定試験の申込期間が変更になります

段位認定
2021年2月14日（日）

2021年2月17日（水）

2021年2月28日（日）

 12/
　
7(月)～

　
1/14(木)

 12/14(月)～　1/22(金)

 12/21(月)～　1/29(金)

申し込み方法など、詳細は鹿児島商工会議所ＨＰまたは下記までお気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】企業支援課　TEL 099-225-9522

ＨＰアドレスhttp://www.kagoshima-cci.or.jp　　　鹿児島商工会議所検定　 検索
東商検定のＨＰアドレス https://www.kentei.org/　東京商工会議所検定　 検索

日
　
商

日
　
商

東
　
商

※東商検定の団体申込は、企業や学校などで受験者人数が10名以上の場合に、インターネットでまとめてお申込みいただける制度です。
　（ビジネスマネジャー検定試験のみ3名以上）

※
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インフォメーション

議
員
職
務
執
行
者
の
変
更

株
式
会
社
Ｋ
Ｃ
Ｒ

工
藤 

宰 

氏
に
代
わ
っ
て
、令
和
2
年
6

月
24
日
付
け
で
、前
田 
俊
広 

氏
に

株
式
会
社
Ｋ
Ｃ
Ｒ
　
　
　
　
　
　  

　

取
締
役
会
長 

前
田 
俊
広 

氏

日
本
ガ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社

青
﨑 

彰 

氏
に
代
わ
っ
て
、令
和
2
年
6

月
23
日
付
け
で
、寺
師 

弘
己 

氏
に

日
本
ガ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社  

　

代
表
取
締
役 

寺
師 

弘
己 

氏

九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
鹿
児
島
支
社

大
石 

和
広 

氏
に
代
わ
っ
て
、令
和
2
年

6
月
23
日
付
け
で
、中
村 

裕
之 
氏
に

九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
鹿
児
島
支
社

執
行
役
員
鹿
児
島
支
社 

中
村 

裕
之 
氏

鹿
児
島
ビ
ル
不
動
産
株
式
会
社

前
田 

俊
広 

氏
に
代
わ
っ
て
、令
和
2
年

6
月
24
日
付
け
で
、鶴
田 

司 

氏
に

鹿
児
島
ビ
ル
不
動
産
株
式
会
社
　  

　

代
表
取
締
役 

鶴
田 

司 

氏

鹿
児
島
県
経
済
農
業
協
同
組
合
連
合
会

門
脇 

祐
司 

氏
に
代
わ
っ
て
、令
和
2
年

７
月
１
日
付
け
で
、出
原 

照
彦 

氏
に

鹿
児
島
県
経
済
農
業
協
同
組
合
連
合
会

代
表
理
事
理
事
長 

出
原 

照
彦 

氏

副会頭（継続）
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（わたなべ・かずひろ）
渡辺 和博

トレンド通信

シ
ニ
ア
エ
デ
ィ
タ
ー
　
渡
辺 

和
博

日
経
Ｂ
Ｐ
社
「
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
」

1986年筑波大学大学院理工学研究科修士課程修了。
同年日本経済新聞社入社。全国各地のものづくり企
業、自治体、地域商社やＤＭＯなどを取材、地域に持続
的に稼げるビジネスをつくることをテーマにした著
書『地方発ヒットを生む逆算発想のものづくり』があ
る。全国の商工会議所などで地域活性化や名産品開発
を支援する講演などを実施している。

PROFILE

　
近
年
、
梅
雨
の
終
わ
り
ご
ろ
や
台
風
の

襲
来
時
に
河
川
の
氾
濫
な
ど
で
大
き
な
被

害
が
出
て
い
ま
す
。温
暖
化
の
影
響
な
の

で
し
ょ
う
か
、
単
位
時
間
当
た
り
に
降
る

雨
の
量
が
以
前
に
比
べ
て
大
き
く
増
え
て

い
る
よ
う
で
す
。ま
た
、
林
業
の
衰
退
で
森

林
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
行
き
届
か
な
く
な

り
、
森
が
雨
水
を
キ
ー
プ
す
る
能
力
が
下

が
っ
た
た
め
、
降
っ
た
雨
が
一
気
に
流
れ

込
み
、
河
川
の
増
水
ペ
ー
ス
が
速
く
な
っ

て
い
る
と
関
係
者
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　
災
害
は
少
な
い
に
越
し
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
背
景
を
考
え
る
と
、

今
後
も
災
害
時
に
必
要
に
な
る
も
の
や
、

普
段
か
ら
の
備
え
に
関
わ
る
も
の
の
ニ
ー

ズ
が
高
ま
る
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で

す
。

　
防
災
関
連
商
品
で
は
、
以
前
こ
の
コ
ラ

ム
で
ご
紹
介
し
た
防
災
缶
詰
の
﹁
黒
潮
町

缶
詰
製
作
所
﹂︵
高
知
県
︶や
ア
ル
フ
ァ
化
米

の
備
蓄
食
品
の﹁
ア
ル
フ
ァ
ー
食
品
﹂︵
島
根

県
︶の
よ
う
に
、
防
災
関
連
市
場
で
知
ら
れ

る
地
方
発
の
企
業
が
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。防
災
用
と
し
て
も
役
立
つ
ア
ウ
ト
ド

ア
グ
ッ
ズ
の
分
野
も
地
方
の
企
業
が
頑

張
っ
て
い
ま
す
。木
材
で
組
み
立
て
式
の

簡
易
ト
イ
レ
な
ど
を
つ
く
る
木
工
関
連
企

業
も
全
国
各
地
に
あ
り
ま
す
。防
災
関
連

市
場
は
数
量
と
付
加
価
値
の
バ
ラ
ン
ス
か

ら
見
て
、全
国
的
な
大
企
業
よ
り
も
地
方
の

中
小
事
業
者
に
向
い
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
防
災
関
連
市
場
と
い
う
と
、非
常
時
に
使

う
た
め
だ
け
に
大
量
に
備
蓄
す
る
品
物
と

想
像
し
が
ち
で
す
が
、最
近
は
日
常
的
に
使

い
な
が
ら
非
常
時
に
も
備
え
る
ロ
ー
リ
ン

グ
ス
ト
ッ
ク
と
い
う
考
え
方
が
広
ま
っ
て

い
ま
す
。つ
ま
り
、
非
常
時
向
け
で
あ
り
な

が
ら
日
常
と
同
じ
商
品
を
使
う
と
い
う
考

え
方
で
す
。た
だ
、
防
災
用
品
で
は
あ
る
程

度
の
長
期
保
存
性
や
、停
電
や
断
水
時
で
も

簡
単
に
調
理
で
き
る
な
ど
、い
ざ
と
い
う
と

き
に
す
ぐ
に
使
え
る
イ
ン
ス
タ
ン
ト
性
な

ど
が
求
め
ら
れ
ま
す
。ア
レ
ル
ゲ
ン
フ
リ
ー

や
、使
用
に
当
た
っ
て

　
な
る
べ
く
ご
み
を
出
さ
な
い
と
い
っ
た

視
点
も
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら

は
、
防
災
関
連
市
場
に
限
ら
ず
、
普
段
使
い

の
商
品
で
も
新
た
な
付
加
価
値
と
し
て
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、防
災
関
連
の
市
場
に
は
未
解
決
の

テ
ー
マ
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。最
近

の
例
で
は
、避
難
所
で
の
感
染
症
対
策
は
ど

の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
か
な
ど
で
す
。そ

れ
以
外
に
も
、日
本
の
避
難
所
で
は
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
や
安
全
の
確
保
が
十
分
で
な
い
問

題
や
、要
介
護
の
高
齢
者
が
増
え
て
い
る
状

況
で
、高
齢
者
も
想
定
し
た
非
常
食
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
な
ど
も
課
題
で
す
。ま

た
、ペ
ッ
ト
と
家
族
同
然
で
暮
ら
し
て
い
る

人
が
被
災
し
た
と
き
は
、ペ
ッ
ト
は
避
難
所

に
入
れ
る
の
か
？
　
何
を
食
べ
て
、ほ
か
の

人
と
は
ど
の
よ
う
に
共
存
す
れ
ば
い
い
の

か
な
ど
、課
題
は
ま
だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。

　
今
後
さ
ら
に
ニ
ー
ズ
が
拡
大
し
多
様
化

す
る
防
災
関
連
市
場
向
け
に
商
品
や
サ
ー

ビ
ス
を
考
え
る
こ
と
は
、日
常
生
活
用
の
商

品
の
付
加
価
値
を
生
み
出
す
上
で
参
考
に

な
り
ま
す
。そ
れ
は
、
今
後
も
続
く
ヒ
ッ
ト

の
ト
レ
ン
ド
を
押
さ
え
る
こ
と
に
も
な
り

ま
す
。で
す
か
ら
普
段
使
い
の
商
品
を
手
掛

け
て
い
る
事
業
者
で
も
、防
災
関
連
の
シ
ー

ン
で
使
え
な
い
か
と
い
う
視
点
で
、新
た
な

価
値
を
つ
く
れ
な
い
か
見
直
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

「
高
ま
る
防
災
関
連
ニ
ー
ズ
に
ヒ
ッ
ト
の
ヒ
ン
ト
あ
り
」

ト
レ
ン
ト
通
信
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